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北上市告示甲第30号 

 

 北上市みどりのまちづくり補助金交付要綱（令和４年北上市告示甲第47号）の一部を次のように改正し、令和６年４月１日か

ら施行する。 

 

  令和６年３月29日 

北上市長 八重樫 浩 文       

 
 

改正前 改正後 

（趣旨） 

第１ この告示は、みどりの推進地区内の緑化の促進を図るた

め、みどりの推進地区内の住宅又は事業所の敷地内に樹木を

植える者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにつ

いて、北上市補助金交付規則（平成３年北上市規則第57号）

及び北上市補助金交付要綱（平成３年北上市告示第16号）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

 (1) ［略］  

 (2) 緑化行為 土地（建物が存するものに限る。）の緑化（

プランター等の移動可能なものによる緑化を除く。）であ

って、次表に規定する基準に該当する樹木を植栽する行為

（趣旨） 

第１ この告示は、みどりの推進地区内の緑化の促進を図るた

め、同地区内において新たな植栽等を行う者に対し、予算の

範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付

規則（平成３年北上市規則第57号）及び北上市補助金交付要

綱（平成３年北上市告示第16号）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

 (1)  ［略］ 

 (2) 緑化行為 次の表に掲げる基準に該当する行為をいう。 
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をいう。 

項目 基準 

緑化の場所 隣接する道路（申請者が専用的に使用する道路

を除く。以下同じ。）の境界から概ね６メート

ル以内であること。 

 

 

緑化の方法 樹種の変更その他の植替えを目的としない新た

な植栽であり、かつ、次のいずれかの樹木につ

いて、隣接する道路から樹高の半分以上が容易

に見えるように植栽すること。 

(1) 高木（高さ３メートル以上の樹木をいう

。以下同じ。）１本以上 

(2) 中木（高さ1 . 5メートル以上３メートル

未満の樹木をいう。以下同じ。）１本以上 

(3) 低木（高さ0 . 3メートル以上1 . 5メート

ル未満の樹木をいう。以下同じ。）４本以

上 

（補助対象者） 

第３ 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）

は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1)  ［略］ 

(2) 緑化行為の対象となる土地について、過去５年以内にこ

 

項目 基準 

緑化の場所 隣接する道路（第７に規定する申請者が専用的

に使用する道路を除く。）から容易に視認でき

る場所であり、かつ、一連の植栽場所の全部又

は一部が当該道路から10メートル以内に位置す

ること。 

緑化の方法 樹種の変更その他の植替えを目的としない新た

な植栽であり、かつ、次のいずれかに該当する

こと。 

(1) 樹木、草花又は芝生その他の地被植物（

以下「植物等」という。）の植栽 

(2) 前号に関連して実施する植栽基盤の整備 

(3) 植物等に係るプランターの設置 

 

 

 

 

（補助対象者） 

第３ 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）

は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) ［略］   

(2) 緑化行為の対象となる土地又は建物（以下「土地等」と
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の告示に基づく補助金又は他の制度による同様の趣旨の補助

金等の交付を受けていないこと。 

(3)～(4)  ［略］ 

 

 （補助対象事業） 

第４ 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。

）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1)  補助対象者が自ら所有し、又は管理する土地において行

う緑化行為であること。 

(2)～(3) ［略］  

 

 

（補助対象経費） 

第５ 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。

）は、補助対象事業に係る経費のうち苗木の実費相当額とし

、次の表の左欄に掲げる緑化行為に応じて同表の右欄に定め

る額を、植栽する樹木１本当たりの限度額とする。 

緑化行為 樹木１本当た

りの限度額 

高木の植栽 16,000円 

中木のうち高さ２メートル以上のものの植栽 8,500円 

中木のうち高さ２メートル未満のものの植栽 3,500円 

低木のうち高さ１メートル以上のものの植栽 2,000円 

いう。）について、過去５年以内にこの告示に基づく補助金

又は他の制度による同様の趣旨の補助金等の交付を受けてい

ないこと。 

(3)～(4)  ［略］ 

 （補助対象事業） 

第４ 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。

）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1)  補助対象者が自ら所有し、又は管理する土地等において

行う緑化行為であること。 

(2)～(3) ［略］  

(4) 緑化行為の対象となる植物等が、有害な外来生物でない

こと。 

（補助対象経費） 

第５ 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。

）は、緑化行為に係る苗木、資材等の購入費及び工事費とす

る。 
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低木のうち高さ１メートル未満のものの植栽 1,000円 

（補助金の額） 

第６ 補助金の額は、補助対象経費の合計額（その額に1 0 0円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、同一

の補助対象者に対する補助金の額は、５万円を限度とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、北上市みどりのまちづくり補助金交付申請書（様

式第１号）及び誓約書兼同意書（様式第２号）に、次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 見積書の写しその他の緑化行為により植栽しようとする

樹木の単価及び本数が分かる資料 

(2) 緑化行為により植栽しようとする樹木の平面図、立面図

その他の当該樹木の位置及び高さが分かる図面 

(3)～(6) ［略］ 

（補助金の交付の条件） 

第９ 市長は、第８の規定による補助金の交付決定をするとき

は、次に掲げる条件を付すものとする。 

(1) ［略］ 

(2) 補助事業を完了した日の属する会計年度の翌年度から起

算して５年間、緑化行為に係る樹木を伐採し、又は緑化場

所から撤去しないこと。ただし、当該樹木が枯死した場合

 

（補助金の額） 

第６ 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額（その

額に1 0 0円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

とし、同一の補助対象者に対する補助金の額は、１会計年度

につき６万円を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第７ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」とい

う。）は、北上市みどりのまちづくり補助金交付申請書（様

式第１号）及び誓約書兼同意書（様式第２号）に、次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 見積書の写しその他の緑化行為に係る苗木、資材等の購

入費又は工事費が分かる書類 

(2) 緑化行為に係る平面図、立面図等の植栽の位置及び範囲

が分かる図面 

(3)～(6) ［略］ 

（補助金の交付の条件） 

第９ 市長は、第８の規定による補助金の交付決定をするとき

は、次に掲げる条件を付すものとする。 

(1) ［略］ 

(2) 補助事業を完了した日の属する会計年度の翌年度から起

算して５年間、緑化行為に係る植物等及びプランターを伐

採又は撤去しないこと。ただし、市長がやむを得ない事情
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等は、この限りでない。 があると認めた場合は、この限りでない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。  


